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令和２年度夏季休業日の変更と授業の実施について 
 
 

 平素から本市の教育活動に御理解と御協力をいただきありがとうございます。 

 また、今般の学校再開においては、新型コロナウイルスの感染防止を目的とした取

組に御理解と御協力をいただいていることに、感謝申し上げます。 

さて、学校における授業時間を確保し、教育課程を確実に実施するために、下記の

とおり夏季休業日を変更し、授業を実施します。 

保護者の皆様におかれましては、趣旨を御理解の上、御協力くださいますようお願

いします。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、対応を変更する場合がある

ことを御承知おきください。 

 

記 
 

１ 対象 

市立小・中学校 

 

２ 変更後の夏季休業日と１学期の授業日 

○夏季休業日 令和２年８月１日（土）～令和２年８月３１日（月） 

○授業日   令和２年７月３１日（金）まで 

    

３ 授業日の対応 

  ○７月３０日（木）まで給食を実施します。 

○７月２０日（月）も通常授業とし、給食を実施します。 

  ○７月分の給食費は、定額で徴収し（小学生 4,000円、中学生 4,780円）、令和 

３年２月に調整します。 

○日課は、原則通常どおりとします。 

○スクールバスは、通常どおり運行します。 

○７月３１日（金）は、午前中授業とし、終業式を実施します。 

 

４ その他 

○夏季休業日の変更については、令和２年度に限り実施するものです。 

○御不明な点は、各学校にお問い合わせください。 


